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Ⅲ 各説 
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１．国指定史跡のための導入的な調査手法と植生管理の提案 

１-1. 史跡指定範囲の考え方 

史跡とは、史跡としての価値が広がる範囲の土地を面的に指定したもので、個々の古墳を総称して

指定する古墳群や、関連遺跡を附指定する場合などを除き、点としての指定は基本的に行われていな

い。長島愛生園においても、山稜部を除く島の大半に治療や療養、生活に関わる施設や造成された

土地等が所在しており、面的な指定を前提として検討する。（図 5、本書 49 ページ） 

史跡指定後はその範囲について文化財としての確実な保存管理が求められる。所有者もしくは管理

団体は、史跡の範囲を示した杭を設置するとともに、保存活用計画を作成して保存の方法を定め、現

状変更の取扱基準に基づく適切な手続きを執り、保存管理や活用、整備を行う必要がある。現在は、

厚生労働省が所有者として長島愛生園の管理運営を行っているが、療養所機能が失われた後の長島

愛生園の取り扱いに関する方針を確認し、関係者間の協議調整を踏まえて土地所有及び管理団体を

設定して、史跡指定の意見具申を行う必要がある。 

長島愛生園において想定される史跡の本質的価値（本書 122 ページ）を含む範囲を網羅するこ

とを前提とすると、以下の史跡指定範囲と土地所有の関係が想定される。 

【指定範囲の設定と土地所有の関係】 

① 長島愛生園全域（図 23、本書 119 ページ） 

（邑久光明園との境界まで） 

A）土地所有は厚労省のままで瀬戸内市が管理団体となる 

B）土地は瀬戸内市に払い下げ瀬戸内市が所有者、管理団体となる 

② 長島愛生園の西側一部を除く範囲（図 24、本書 120 ページ） 

（昭和 21 年以前からの厚生省所管地西側境界より東側） 

A）土地所有は厚労省のままで、指定範囲について瀬戸内市が管理団体となる 

→ 文化財保護法適用外（指定以外）の土地については厚労省が管理を継続する 

B）土地は瀬戸内市に払い下げ、瀬戸内市が所有者、史跡範囲の管理団体となる 

→ 文化財保護法適用外（指定以外）の土地の管理を世界遺産の中で対応可能か 

C）指定範囲のみ瀬戸内市に払下げ、瀬戸内市が所有者、管理団体となる 

→ 光明園と愛生園の払下げ地の間の土地のみ厚労省所有の継続があり得るか 

③ 長島愛生園の西側一部と東側山稜部を除いた範囲（図 25、本書 121 ページ） 

（昭和 21 年以前からの厚生省所管地に相愛地区と報国農園が位置する地区の尾根筋までを

加えた範囲） 

A）土地所有は厚労省のままで、指定範囲について瀬戸内市が管理団体となる 

→ 文化財保護法適用外（指定以外）の土地については厚労省が管理を継続する 
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B）土地は瀬戸内市に払い下げ、瀬戸内市が所有者、史跡範囲の管理団体となる 

→ 文化財保護法適用外（指定以外）の土地の管理は世界遺産の中で対応可能か 

C）指定範囲のみ瀬戸内市に払下げ、瀬戸内市が所有者、管理団体となる 

→ 療養所に関わりのない山稜部が残地となるため、考えにくい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長島愛生園内の道路の分岐点に設置されていた盲導鈴は、園内を歩く盲人入所者にとって 

不可欠な設備だった。現在は場所により異なる局のラジオが流れ、往時の盲導鈴を偲ばせる。 

長島愛生園歴史館蔵 
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ページ調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の望潮台地区に存在した礼拝堂と事務分館。建造当時、邑久郡随一の木造建築と云 

われた礼拝堂は、1971（昭和 46）年 9 月 28 日午前 1 時 30 分頃に出火し全焼した。 

長島愛生園歴史館蔵 
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① 図 23 長島愛生園全域 
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② 図 24 長島愛生園の西側一部を除く範囲 
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③ 図 25 長島愛生園の西側一部と東側山稜部を除いた範囲 
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１-２. 史跡の本質的価値 

史跡の保存とは、史跡の個別の本質的価値を次世代へと確実に伝達していくことである。史跡を構

成している諸要素を適切に定義し、それらを確実に把握することが極めて重要である。 

史跡の構成要素は、『本質的価値を構成する枢要の諸要素』と『史跡地にあって本質的価値を

構成する枢要の諸要素以外の諸要素』に大別される。さらに後者は「本質的価値と密接にかかわる

諸要素」と「その他の諸要素」に分類される。 

『本質的価値を構成する枢要の諸要素』とは、史跡の特性や価値を有する諸要素であり、改変す

ることなく確実に保護する必要がある要素である。史跡の指定理由・指定要件に示されるため、今後

史跡化を目指す際には意見具申の際の調査報告書には明確に長島愛生園の価値として記載する

必要がある。 

長島愛生園における本質的価値を現段階では明確に述べることはできないが（そのためにも園

史を作成し学識経験者や専門家を交えて協議を行う必要がある。）、入所者が上陸してから亡く

なり、この地に骨をうずめるまでに係わった収容桟橋等の構造物、治療・生活のための施設、管理

施設とこれらの建設に伴い造成された地形、入所者によって作られた諸施設、慰霊施設、宗教施

設、インフラ、生産施設などが含まれると想定される。 

『史跡地にあって本質的価値を構成する枢要の諸要素以外の諸要素』は「本質的価値と密接に

かかわる諸要素」と「その他の諸要素」に分類される。 

「本質的価値と密接にかかわる諸要素」とは、時間の経過の中で自然的・人為的に付加された諸

要素のうち、史跡の本質的価値を現在に伝える上で欠くことのできないものである。建設用土や石材

調達に用いられた土取場跡、入所者や皇室関係者などの句碑・歌碑などがある。 

「その他の諸要素」とは、本質的価値と関わりのない仮設工作物、近年整備されたインフラ設備、遺

構の保存に悪い影響を及ぼしているかまたは、将来的にその可能性があるもの、史跡の環境を損なって

いるもの等で、将来的には除却または移転を検討すべきものも含まれる。テレビ塔、砂防ダム、排水施

設、レジャー用の係船柱や竈などがある。 

以上が史跡の指定範囲内の諸要素だが、史跡の周辺環境や景観、さらには史跡と関係の深い諸

要素が範囲外に所在する場合には、史跡の周辺環境を構成する諸要素として位置付けられる。これ

はさらに史跡の価値に関連する要素（可能性として、愛生園の伊良々果樹園跡や国立療養所邑

久光明園、邑久長島大橋等）と、史跡周辺の環境に関連する諸要素（可能性として、長島周辺

の海域、対岸の景観等）に分類される。 

これら史跡に関する諸要素を表にまとめると、次のとおりとなる。 
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１-３. 史跡の諸要素体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. 史跡を構成する 

諸要素 

1. 本質的価値を

構成する枢要の諸

要素 

2. 指定地にあって、

本質的価値を構成す

る枢要の諸要素以外

の諸要素 

II. 史跡等の周辺 

環境を構成する

諸要素 

歴史的建造物、遺構、地形、地

下に埋蔵されている遺構・遺物、

及びそれらを含む一定の広がり

からなる空間。 

①史跡の価値に関連する要素 

史跡指定地外の範囲に所在する

史跡の価値に関連する要素で、

史跡と一体的に保存・活用を図

るべき諸要素。 

①本質的価値と密接にかかわる諸
要素 

時間の経過の中で自然的・人為的

に付加された諸要素のうち、史跡等

の本質的価値を示す諸要素の保

護に好影響を及ぼすもの又は一体

を成すもの。当該史跡等の保存・

活用を目的として、整備等によって

付加された諸施設等を含む。 

②その他の諸要素 

時間の経過の中で自然的・人為的

に付加された諸要素のうち、本質的

価値の低下を招いているもので、将

来的に除却・移転等を検討すべき

もの。 

②史跡周辺の環境に関連する諸要素 
 

遺跡を構成する諸要素や自然地形、

また景観として史跡指定地と連続し、

一体となっている地域環境やこれを構

成するもの。 
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１-４. 史跡の諸要素体系の調査手法の提案（悉皆調査の必要性） 

諸要素の現状と価値分類の例 

（履歴や由緒について詳細未調査のため、下記分類は今後変更の可能性あり） 

【諸要素の現状と価値分類の例①】相愛溜池・牛舎跡周辺 

相愛溜池 

種別 諸要素 現状（記載なき物は問題なし） 履歴 

溜池 

溜池 土砂（白砂）の堆積  

溜池に流れ込む河道   

斜面 水みちの洗堀が進行  

工作物 

石組水路（相愛農園へ）   

堰   

吐水口（水路に排出）   

暗渠管   

U 字溝（グレーチング）   

説明板   

植生 灌木・雑木   

 

相愛牛舎跡 

種別 諸要素 現状（記載なき物は問題なし） 履歴 

建造物 相愛牛舎 劣化の進行 1962（S37）それ以前は新良田地区 

遺構 

礎石 上部構造は崩壊し、基礎部分

のみ残る 

1962（S37） 

コンクリート基礎 1962（S37） 

桝（水溜） 現存 1962（建造時と想定） 

竈跡 

竈 一部が残る 1962（建造時と想定） 

コンクリート土間 一部が残る 1962（建造時と想定） 

竈覆屋跡 一部が残る  

周辺地 
造成地形（平坦地） 地形は現存 1962（建造時と想定） 

小屋跡（土間、部材等） 崩落した屋根材等が散在 1962（建造時と想定） 

工作物 

説明板   

水路   

U 字溝（グレーチング）   

道路 牛舎前道路  1939（S14）の図に山道の記載 
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相愛水田跡 

種別 諸要素 現状（記載なき物は問題なし） 履歴 

水田跡 

水田跡   

コンクリート柵 コンクリートの劣化  

畔 経年による一部崩落  

水路 経年による一部崩落  

瓦による縁石 経年による一部崩落  

工作物 
小屋 破損が進行  

肥溜め跡 点在（石、陶器）  

植生 水田跡のハマスゲ？   

道路 牛舎前～相愛の磯の道路   

 

  

諸要素区分 諸 要 素 

相
愛
溜
池
・
牛
舎
跡
の
価
値
を
構
成
す
る
諸
要
素 

 

Ⅰ-１ 

本質的価値を

構成する枢要の

諸要素 

牛舎の建造物、

構造物 
相愛牛舎 

牛舎に関連する

遺構 

牛舎跡礎石、牛舎跡コンクリート基礎、竈跡、竈覆屋

跡、建物土間跡 

牛舎周辺造成地

形 
平場、山側土羽法面 

農園跡 
柵（金属柱、木柱）、肥溜め（陶器、コンクリート）

小屋、素掘り水路、畔、土留石積み、平場 

相愛溜池 溜池、流入水路、流出水路、堰 

相愛の磯 海岸線 

道 山道 

Ⅰ-２-① 

本質的価値と

密接に関わる諸

要素 

利活用施設 相愛溜池説明板、牛舎説明板、案内板 

植生 樹林(薪炭林跡) 

工作物 U 字溝、グレーチング蓋 

Ⅰ-③ 

その他の諸要素 

土砂 相愛溜池堆積土砂 

道路 舗装道路 

竈 レジャー用竈 

植生 耕作放棄地の植生 
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Ⅰ-１「本質的価値を構成する枢要の諸要素」の現状 

 

 

 

 

 

 

  

相愛牛舎 牛舎跡工作物遺構 相愛溜池 

 

 

 

 

 

 

  

農園跡 相愛の磯（海岸線） 山道 

 

 

Ⅰ-２-①「本質的価値と密接に関わる諸要素」の現状 

 

 

 

 

 

 

  

相愛溜池説明板 U 字溝・グレーチング蓋 暗渠 

 

 

Ⅰ-③「その他の諸要素」の現状 

 

 

 

 

 

 

  

舗装道路 レジャー用竈 耕作放棄地の植生 
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【諸要素の現状と価値分類の例②】園長官舎周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸要素区分 諸 要 素 

園
長
官
舎 

 

Ⅰ-1 

本質的価値を

構成する枢要の

諸要素 

建造物 
園長官舎、物置、沓脱石（自然石）、沓脱石（切

石） 

造成地形 
平場、海岸側段差地形、東側斜面部土羽法面、 

同土留石垣 

庭園 庭石組、飛び石、灯籠、水鉢 

植生 
庭園修景樹木、裏庭の高木、カイヅカイブキ生垣、玄

関脇修景樹木、低木類、張芝 

Ⅰ-2-① 

本質的価値と

密接に関わる諸

要素 

利活用施設 説明板 

外柵 門扉、門柱 

工作物 間知ブロック擁壁、ブロック縁石 

インフラ施設 引込柱、屋外水栓、汚水桝、U 字溝、グレーチング蓋 

 

園長官舎

種別 諸要素 現状(記載なき物は問題なし） 履歴

官舎 登録文化財として管理 1930（S5.1）

物置 登録文化財として管理 1930（S5.1）

門柱・門扉

生垣

石積土留 1930の可能性あり

間知ブロック擁壁

土羽法面 1930（建設時と想定）

U字溝

汚水桝

引込柱

水栓

説明板

庭園修景樹木 植生管理されている

沓脱石（自然石）

沓脱石（切石）

庭園石組

飛び石

灯籠

水鉢

裏庭高木 植生管理されている

ブロック縁石

張芝 イノシシによる攪乱あり

造成地形（平坦地） 1930（建設時と想定）

海岸側段差地形 1930（建設時と想定）

建造物

工作物

庭園

地形
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Ⅰ-１「本質的価値を構成する枢要の諸要素」の現状 

 

 

 

 

 

 

  

園長官舎 土留石垣 灯篭・水鉢 

 

 

 

 

 

 

  

修景樹木 張芝 海岸側段差地形 

 

 

Ⅰ-２-①「本質的価値と密接に関わる諸要素」の現状 

 

 

 

 

 

 

  

園長官舎説明板 門柱 屋外水栓 
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１-５. 植生管理の提案 

本来は長島愛生園全体の植生調査を実施した後にその管理手法を検討すべきではあるが、現実

に建造物や土地に影響を及ぼしている樹木が園内には存在する。そこで、以下を暫定的な管理方針

として提案する。 

なお、現在外部の造園業者にて行われていると思われる植生管理はおおむね適正である。今後も

引き続き実施されたい。 

➢ 落葉は樋の詰まりや周辺に湿気をため込む要因となるため、可能な範囲で建造物周辺からの除

去を日常管理の一環として行う。 

➢ 伐根は地形の変形をもたらす可能性があるため行わない。 

➢ 枝葉の剪定は日常管理の一環として行う。 

➢ 主幹の伐採は建造物への影響の程度により必要に応じて行う。 

➢ 傾斜木については以下にて測定した角度が 60 度を超える場合には、主幹の伐採を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公開 
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２．個別建造物の現状と日常管理の提案 

２-１ 木造建造物の現状と仮設養生（鞘堂方式）の提案 

2021（令和 3）年中に図 26（本書 132 ページ）の網掛け物件を㈱文化財保存計画協会が

調査を行った。それらの現状評価は図 27（本書 133 ページ以降）のとおりである。 

比較的小規模な木造建造物については、現在十坪住宅にて緊急保全的にトラックシートによる仮

設養生が実施されているが、以下の鞘堂方式による養生も実績があるため検討の参考とされたい。 

 

仮設養生（鞘堂方式）の事例 

■概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■工法 

屋根外壁とも単管足場に下地として胴縁を取付け、屋根は波鉄板、外部はメッシュシートを張る。メッ

シュシートは外から押縁で挟み込んで固定する。この事例では単管は地面に打ち込んで固定してるが、

長島愛生園の場合は今後の史跡地への指定を見込んで、足元に鉄骨を廻すなど地面の掘削を伴わ

ない形での固定方法の検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公開 

 

 

 

非公開 
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■設置から約 6 年経過した状況 

屋根面からの漏水は見られないが、メッシュシートに破れがみられた。シートの亀裂部分から蔦が伸びて

いる状況があり、仮設設置後も適宜内部状況を確認しながら管理を続けていくことの必要性を感じる。

そのためにも完全に閉じてしまわず、出入り口を設けるなどの工夫が必要である。通風を考慮すればメッ

シュシートが望ましいものの、メッシュシートは仮設材であり耐久性に課題がある。設置が長期間にわた

る場合には 5 年程度を目安にシートの張替えを見込んでおく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公開 

 

 

 

非公開 
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図 26 ㈱文化財保存計画協会による木造建造物調査実施一覧 
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図 27 ㈱文化財保存計画協会による木造建造物調査結果一覧表 
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２-２. 非木造建造物（旧事務本館・旧収容所・旧日出浴場・旧洗濯場）の現状と緊急保 

全策の提案 

（１）現状 

①雨水処理 

旧洗濯場を除き、創建当時の意匠の樋が敷設されているが詰まりや劣化により雨水を適切に排

出できておらず、雨水が外壁を伝っている現状である。外壁自体の劣化や雨水の内部へのしみ込み

による鉄筋の劣化と爆裂をもたらしていると思われる。 

また、旧日出浴場ではかつて樋があった痕跡の穴を見ることがきるが、樋自体が失われており、

（詰まりがなければ）雨水が屋根から穴を通り外壁を直接伝って配水されている。外壁への影響は

大きいと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                降雨時の旧収容所の様子（動画） 

                https://www.youtube.com/watch?v=GlD4Hs4oBOg 

 

 

 

 

 

 

旧事務本館（歴史館）北側の外壁シミ 旧収容所南側の外壁を伝って雨水が流れる様子 
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②鉄筋の爆裂 

旧事務本館（歴史館）は目視できないが、それ以外では全てで確認できる。とりわけ旧日出浴 

場及び旧洗濯場に顕著に認められる。旧日出浴場は内壁、床及び建具の破損も著しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄筋が錆びて爆裂し、漆喰が剥離している現状 

（左：旧洗濯場 右：旧日出浴場（女性風呂）） 

内部間仕切りの一部が倒壊した旧日出浴場 

（左：2021 年 4 月 右：2022 年 1 月） 
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③屋上 

旧日出浴場及び旧洗濯場は目視できないが、落葉のみならず長年に渡り風で運ばれた土砂が

堆積している可能性がある。旧収容所では落葉がたまり、排水に影響を与えている可能性がある。

旧事務本館（歴史館）では蔦の管理と合わせて定期的なメンテナンスがなされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④蔦 

旧事務本館（歴史館）では定期的なメンテナンスが行われている。蔦は建造物本体に与える影

響は大きいが、旧事務本館は古写真によれば昭和 10 年代から既に蔦に囲まれており長島愛生園

の玄関口の景観として今日に至っている。蔦を含めて引き続き管理すべきと考える。 

旧収容所は、2015（平成 27）年に防水等の補修がなされた際に建造物を覆っていた蔦が除

去されており、今日それを認めることはできない。 

旧日出浴場及び旧洗濯場は蔦が繁茂しているが、旧事務本館のようにメンテナンスがなされてお

らず建造物自体への影響が大きくなってきていると思われる。 

 

 

旧収容所屋上の一部にたまる落葉 
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（２）緊急保全策 

本書 4 ページのとおり、旧収容所を除いて保存に向けた具体的な積算見積金額を厚生労働省歴

史的建造物保存等検討会に提出しているため、本格的な補修は行うべきではないが日常管理の一

環としての緊急保全策を以下の通り提案する。 

①屋上と樋の清掃 

雨水が一部で外壁を伝って配水されている現状は、外壁自体の劣化や雨水の内部へのしみ込

みによる鉄筋の劣化と爆裂をもたらしていると思われる。最低年に一度は屋上に上がり、落葉や土

砂を取り除き、樋を清掃すべきである。 

②塩化ビニルパイプによる仮樋の設置 

旧日出浴場の樋の痕跡の穴に適したサイズの塩化ビニルパイプを設置し、外壁に直接雨水が触

れることを軽減する。本格的に真下に設置する必要はなく斜めに設置し、敷地内の排水溝まで雨水

を誘導できれば良い。 

③蔦の切除 

旧日出浴場及び旧洗濯場に関しては建造物への影響が大きいため蔦の根元付近を切り、枯れ

た段階で建造物からの除去を行うことを検討すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP による仮設樋の設置イメージ 

切るべき蔦の根元付近イメージ 
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２-３. 日常管理の提案 

以下の点に留意し、定期巡回（年 4 回）及び臨時巡回（長雨後、大雨後、強風後等）を行う。 

 

①周辺樹木について 

・周辺樹木に落枝や倒木の危険性がないことを目視で確認する。 

・枝葉が建物の軒先にかかるものは適宜剪定する。 

・落葉は樋の詰まりや周辺に湿気をため込む要因となるため、可能な範囲で建造物周辺からの除 

去を行う。 

・伐根は地形の変形をもたらす可能性があるため行わない。 

・枝葉の剪定は日常管理の一環として行う。 

・主幹の伐採は建造物への影響の程度により必要に応じて行う。 

・傾斜木については、本書 129 ページのとおり測定した角度が 60 度を超える場合には、主幹の伐 

採を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②雨水処理に関して 

・屋根および樋は、落ち葉等の堆積物に注意を払い適宜清掃を行う。 

・排水溝の点検を行い、つまりがみられる場合にはその清掃を行う。 

・建造物等周辺に雨水が溜まると建造物等へも悪影響を与えるので、雨水が適切に排水されるよう

手掘りで溝を掘り、土嚢等で流れを確保する。新たな排水溝の設置は地形の変形をもたらす可能

性があるため行わない。 

 

 

 

建造物に影響している樹木伐採の好例 

（旧新良田配食場 左：2021 年 5 月 右：2022 年 1 月） 
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・降雨後に雨漏りの有無を点検する。雨漏りのある箇所は瓦の差し替え、周囲の葺き直しを行い、 

破損箇所が広範囲にわたる場合はシート養生を行う。 

 

③日照、通風の確保について 

・天気の良い日には、定期的に窓を開け通風を確保する。 

・床下に通風の障害となる物を置かない。 

・建物周囲の定期的な除草を行い、日照、通風の確保に努める。 

 

④蟻害、虫害、腐朽防止について 

・定期的に目視点検を行い、蟻道、虫道などの早期発見に努める。蟻害がみられる場合は専門業 

者に対策を依頼する。 

 

⑤事故防止について 

・落下の恐れのある瓦屋根や軒裏、外壁部分を確認した際は速やかに立入禁止措置をとる。 

・ガラスの亀裂及び割損を確認した場合は速やかに飛散防止措置を取りガラスの入れ替えを行う。 

・放火抑止のため、建物周囲に可燃物を置かないよう注意する。 

 

 

手掘り溝と土嚢による排水の好例（十坪住宅「徳島路太利」） 
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⑥火災予防について 

・建築物の内外から不要な可燃物を撤去し、日頃から火災予防を心掛ける。 

・定期的な巡視により、火災の早期発見に努め、歴史的建造物及び工作物の焼失を未然に防ぐ。 

・初期消火体制を整える。特に職員の目が届きにくい非稼働の木造建築物において発生する火災 

を想定した訓練などを、園全体の防災計画あるいは防火訓練の一部に取り込む。 

・放火抑止のため、建物周囲に可燃物を置かないよう注意する。 

 

⑦建具やモノ資料の回収及び保管について 

・老朽化により建造物から外れた建具や老朽化が進む建造物内に残存するモノ資料は、現状を 

克明に記録した後に一か所に集めて保管する。保管物は目録を作成して管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧その他 

・ 地震などにより倒壊の恐れが生じた建築物及び工作物については、支保工や仮設の筋交いを

設置するなど、速やかに倒壊防止措置を行う。 

 

老朽化により外れた木製建具（左：旧新良田配食場 右：十坪住宅「梅ヶ香」） 
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３．世界文化遺産における近年の動向 

３-１. 文化遺産の価値および保存管理に対する考え方の変遷「モノから人へ、専門家から地

域社会へ」 

遺跡や建造物、特に人類史上における傑作と呼ばれる作品や科学技術の集大成としての文化遺

産から、物理的素晴らしさだけでなく、近年はそれらが持つ「意味」や「意義」について価値を見出すよう

になってきていると言えよう。さらには、人々や社会と文化遺産の関り、文化遺産の保全管理における

地域コミュニティの役割、社会的弱者の社会的包摂などが重要視されてきている。 

 

・価値と属性への整理方法（参考例） 

分類

(Category) 

価値 

（Value） 

属性 

(Attributes) 

誰にとって？ 

(Beneficiaries) 

社会的 

social 

調和、帰属意識、集合的

記憶 

儀式や行事、それらを行う

場、役割や担い手 
地域住民 

精神的 

spiritual 
精神性の喚起、神聖さ 

無形の文化、聖域、伝

承、創作活動 
地域住民 

歴史的 

historical 
史実、変遷 

土地利用、歴史的建造

物、史料、口伝 

専門家、研究者、 

国内外の人々 

審美的 

aesthetic 
美しさ、荘厳さ 景観、自然現象 

地域住民、観光客、来

訪者、 

経済的 

economic 
収入、雇用 

農漁業、生産活動、観

光事業 

地元事業者、地域住

民 

etc.    

 

 

従来のアプローチ

価値：文化遺産の「モ

ノ」としての重要性

保存管理：「モノ」の保全

移行期

価値：その他の価値認識

Statement of 

Significance（SOS)

現在のアプローチ

価値：人や社会を中

心とした価値

保存管理：社会と文

化遺産、両方の健全性
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３-２. 文化遺産の価値および保存管理に対する考え方の変遷「文化か自然かではなく、自

然と文化の共生」（Asian Regional Course on People-Nature-Culture 2021 の資料をも

とに作成） 

 

 

 

「基本的人権・平等・持続可能性」を中心に、文化遺産、人と社会、景観、生態系などの関係性

をあらゆる角度から検討しながら文化遺産としての価値や属性を明らかにし、これらを包括的に保存管

理していくことが求められているといえる。 

長島愛生園の場合、差別の歴史(historical exclusiveness)だけでなく、患者間の同胞意識や

つながり、信仰の場（social cohesion）、絵画や陶芸などの創作活動（spirituality）、家族に

会えない苦しさや帰りたいと願う気持ち（feeling）、島や海といった美しい景観（context）、来訪

者に期待すべき経済効果（economic value）、人権問題や権利の平等（human rights, 

equality）を啓発する場としての意義（ethic value）などの多様な価値にも、目を向けていく必要

がある。視点を長島島内に留めることなく、市全域、国内全域に徐々に視野を広げながら調査研究及

び比較研究を行い、価値と属性を整理していくことで、長島が持つストーリー性(narrative)や OUV が

より一層明確になっていくはずである。 

その過程で、誰がその価値を享受するのか、どこまでの範囲を保全すれば文化遺産としての価値や

属性を適切に保全していけるのかという点に意識を向けていくことで、保存管理（management）に

求められる利害関係者(stakeholder)や管理主体（custodian, stewardship）が明確となり、

緩衝地帯(buffer zone)の線引き（delineation）の検討に取り掛かりやすくなるであろう。 

本書 113 ページにて指摘した瀬戸内市文化財保存活用地域計画にて長島のハンセン療養所にま

つわるストーリーを「歴史文化」「文化資源」として位置付ければ、瀬戸市が持つハンセン病隔離の歴史

•生計、雇用、収入の

確保

•投資の促進、質の高

い観光

•人材育成、事業者支

援、事業革新

•社会包摂と平等

•生活の質と健康

•人権保障

•男女平等

•少数民族、地域住

民の参画

•生物的、社会的多

様性

•自然災害、気候変

動に対する回復力

•平和維持

•安全保障

•武力紛争の抑制、解

決、復興 Fostering 

Peace and 

Security

Environmental 

Sustainability

Inclusive 

Economic

Development

Inclusive 

Social 

Development
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や文化遺産的価値を顕在化させ、人権回復のレジリエンスなストーリーに対する市民の認識を深めると

ともに、長島内の構成要素（有形・無形を問わず）の悉皆的なリストアップ、島外の関連要素や施設

群の整理、バッファ―ゾーンの範囲を確定していくプロセスに役立つステップであると考える。 
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Ⅳ 参考資料 

１．総説関連 

２．各説関連 

３．国庫補助関連 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


